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（８）交付対象経費  

  各事業の主な対象経費は下表のとおりです。 

なお、交付金の使用に当たっては、費用対効果に配慮した効率的使用に努めることが求められ
ます。また、一元的相談窓口事業に係る経費として明確に区分され、提出書類により疎明されて
いなければ交付金の交付対象とは認められない場合がありますので、経費を計上する際には御注
意ください。 

交付金の対象経費に該当するかどうかは、申請された内容に基づいて、その目的や用途などと
総合的に判断します。具体例に示す内容も含め、判断に迷う際には、外国人受入環境整備交付金
担当までお問合せください。 

ア 整備事業  

対象経費 経費の具体例 

機器購入等経費 ・翻訳タブレット 

・事務用端末機器 

・複合機購入費 

・オンライン相談用端末 

窓口整備経費 ・相談カウンター 

・パーテーション 

・間仕切り 

・待合ベンチ、椅子、脇机等備品及び消耗品購入費 

・備品搬入、設置委託経費 

・翻訳ソフトウェア契約費 

広報・通信運搬等事務経費 ・一元的相談窓口の開設日時等に係る広報用パンフ
レット作成費 

・パンフレット翻訳委託契約費 

・電話、通信回線工事費 

事業委託費 ・一元的相談窓口整備事業委託費 

交付対象から補助金等を受け補完的

あるいは代替的な業務を行う団体が

一元的相談窓口を整備するための上

記経費 

・間接交付金事業者に対する補助金 
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イ 運営事業  

 

対象経費 経費の具体例 

相談員委託経費 

 

・窓口相談員費 

・窓口における通訳業務委託費 

・弁護士等専門相談員への報償費（謝金等） 

研修・連携会議経費 

 

・研修会出席旅費 

・研修会開催会場借料 

・研修講師謝金 

導入機器等運用経費 ・翻訳タブレット月額使用料・保守料 

・翻訳ソフト利用料 

・電話、通信回線利用料 

・オンライン相談用アカウント使用料 

・導入機器等の修繕費 

 広報・通信運搬等事務経費 

 

・広報用リーフレット作成経費 

・広報用リーフレット翻訳業務委託経費 

・事務用消耗品購入費 

・窓口運用経費（注） 

事業委託費 ・一元的相談窓口運営事業委託費 

交付対象から補助金等を受け補完的

あるいは代替的な業務を行う団体が

一元的相談窓口を運営するための上

記経費 

・間接交付金事業者に対する補助金 

（注）スペースを一元的相談窓口以外の事業と共用している場合、一元的相談窓口にかかる経費

を客観的に判断できるよう、面積割などにより明確に切り分けができていることが必要です。 
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（９）交付金の対象とならない経費  

   交付金の対象とならない経費は、以下のとおりです。 

a 交付金事業の実施に直接関連のない経費 

b 交付金の交付決定前に支出される経費 

c 交付金事業の実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費 

d 交付金の対象となる経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

（交付金の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額

として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率

を乗じて得た額をいう。） 

e 交付金事業の対象経費と重複して、各府省が所管する補助金等の交付を受

ける経費 

広報経費の考え方について 

広報に係る経費については、整備事業、運営事業の双方で計上可能ですが、以下

の考え方に基づいて、どちらに計上するかを判断してください。  

▶窓口の設置・拡充に合わせて窓口を広報するための経費 → 整備事業 

▶窓口を運営する中で、窓口に関する広報をするための経費 → 運営事業 
 
基本的に、窓口の広報経費として啓発品作成経費(ボールペン等)を含めないこと

としていますが、窓口の新規設置又は拡充時など広報の必要性が高い場合に、対象

経費となり得る可能性があります。ただし、個別に判断が必要となってきますの

で、外国人受入環境整備交付金担当まで相談してください。 
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